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梨
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一
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令
和
五
年
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月
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一
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価（
消
費
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込
）一
箇
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送
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令
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五
年

三
月
三
十
一
日
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目
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訓

令
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梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

一

○
山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

一

○
職
員
の
兼
職
及
び
補
職
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

一

○
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

二

○
山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

二

○
山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

三

○
庁
内
統
計
調
査
事
務
調
整
規
定
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

三

訓　
　
　

令

山
梨
県
訓
令
甲
第
一
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁

出　
　

先　
　

機　
　

関

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
の
項
中
「
限
る
。
）
」
の
下
に
「
、
子
ど
も
福
祉
課
に
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
子
ど
も
の
権

利
侵
害
に
関
す
る
相
談
業
務
に
従
事
す
る
者
、
女
性
相
談
所
に
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
要
保
護
女
子
か

ら
の
相
談
業
務
に
従
事
す
る
者
」
を
、
「
割
振
り
は
」
の
下
に
「
、
課
長
」
を
加
え
、
同
表
八
の
項
中

「
労
政
雇
用
課
」
を
「
労
政
人
材
育
成
課
」
に
改
め
、
「
甲
府
市
飯
田
一
丁
目
」
の
下
に
「
及
び
東
京

都
千
代
田
区
有
楽
町
二
丁
目
」
を
加
え
、
同
表
九
の
項
中
「
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」
を
「
パ
ス
ポ
ー

ト
室
」
に
、
「
所
長
」
を
「
室
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
二
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁

出　
　

先　
　

機　
　

関

労
働
委
員
会
事
務
局

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
項
の
表
知
事
の
部
部
長
の
款
中
「
次
長
」
の
下
に
「
、
リ
ニ
ア
推
進
監
」
を
加
え
、

「
、
観
光
P
R
戦
略
監
」
を
削
り
、
「
観
光
推
進
監
」
の
下
に
「
、
地
域
振
興
官
」
を
加
え
、
同
部
男

女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
統
括
官
の
款
中
「
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
監
」
の
下
に
「
又

は
外
国
人
活
躍
推
進
監
」
を
加
え
、
「
（
次
長
及
び
主
幹
」
を
「
（
次
長
、
主
幹
、
館
長
及
び
特
任
専

門
員
」
に
、
「
補
佐
す
る
次
長
及
び
主
幹
」
を
「
補
佐
す
る
次
長
、
主
幹
、
館
長
又
は
特
任
専
門
員
」

に
改
め
、
同
部
局
長
の
款
中
「
政
策
推
進
監
」
を
「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
推
進
監
、
富
士
山
登
山
鉄
道
推
進

監
」
に
、
「
外
国
人
活
躍
推
進
監
又
は
D
X
推
進
監
」
を
「
D
X
推
進
監
、
リ
ニ
ア
未
来
創
造
・
推
進

監
又
は
二
拠
点
居
住
推
進
監
」
に
、
「
、
防
災
対
策
専
門
監
、
リ
ニ
ア
未
来
創
造
推
進
監
又
は
未
来
創

造
推
進
監
」
を
「
又
は
防
災
対
策
専
門
監
」
に
改
め
、
「
（
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の

杜も
り

所
長
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
款
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜
の
副
所
長
の
項
を

削
り
、
同
部
出
納
局
長
の
款
中
「
次
長
」
の
下
に
「
又
は
特
任
専
門
員
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
三
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁

出　
　

先　
　

機　
　

関

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
兼
職
及
び
補
職
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
一
号
　
　
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

二

山
梨
県
訓
令
甲
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁

出　
　

先　
　

機　
　

関

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
八
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
の
二　

課
等　

別
表
第
一
の
一
の
表
課
等
の
名
称
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

第
二
条
第
一
項
第
九
号
中
「
又
は
」
の
下
に
「
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
に
規

定
す
る
」
を
加
え
、
「
を
い
う
」
を
「
若
し
く
は
外
国
人
活
躍
推
進
監
を
い
う
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
七
項
第
四
号
中
「
山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
五

号
）
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
１
の
表
中
「男

女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
監　

男
女
共
生

」
を
「男

女
共
同
参
画

外
国
人
活
躍
推

・
共
生
社
会
推
進
監　

男
女
共
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「地
域

進
監　
　
　
　
　
　
　
外
活
推　

」
に
、
「地

域
ブ
ラ
ン
ド
推
進
グ
ル
ー
プ　
　
地
ブ
ラ

」
を　

富
士

ブ
ラ
ン
ド
推
進
グ
ル
ー
プ　
　
地
ブ
ラ

　
　
　

「外
国
人
活
躍
推
進
グ
ル
ー
プ　
　
　
　
外
活
推

山
登
山
鉄
道
推
進
グ
ル
ー
プ　

登
鉄
推

」
に
、　

D
X
推
進
グ
ル
ー
プ　
　
　
　
　
　
　
D
X
推　

を

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課　
　
　
　
　
　
　
　
ス
振

　

」　

「D
X
推
進
グ
ル
ー
プ　
　
　
　
　
　
　
D
X
推　
　
　

「交
通
政
策
課　
　
　
　
　
　
　
交
政

　
リ
ニ
ア
未
来
創
造
・
推
進
グ
ル
ー
プ　

リ
創

　
　

に
、　

リ
ニ
ア
未
来
創
造
・
推
進
課　

リ
創

　
二
拠
点
居
住
推
進
グ
ル
ー
プ　
　
　
　
二
居
推

」　
　
　

二
拠
点
居
住
推
進
課　
　
　
　
二
居
推

」

を
「交

通
政
策
課

　
　
　
　
　
　
　

交
政

　

」
に
、
「産

業
政
策
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
政

」
を

「産
業
政
策
課　
　
　
　
　
　
　
　
　
産
政 　
　
　

「労
政
雇
用
課　
　
　
　
　
　
　
　
労
雇　

　

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
経
営
支
援
課　

ス
経

」
に
、　

産
業
人
材
育
成
課　
　
　
　
　
　
産
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
観
光
文
化
政
策
課　
　
　
　
　
　
観
文
政　

」

を
「労

政
人
材
育
成
課　
　
　
　
　
　
労
材　
　
　

に
、
「文

化
振
興
・
文
化
財
課　

文
化

」
を
「文

　
　

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
総
務
課　

観
文
ス
総

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ス

職
員
の
兼
職
及
び
補
職
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
兼
職
及
び
補
職
に
関
す
る
規
程
（
平
成
三
十
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
に
置
か
れ
る
財
務
審
査
幹
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
に
置
か
れ
る
財
務
審
査
員
出
納
局
会
計
課
に
置
か
れ
る
財
務
審
査
員

別
表
第
一
峡
南
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
に
置
か
れ
る
財
務
審
査
幹
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

峡
南
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
に
置
か
れ
る
財
務
審

査
員

中
北
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
に
置
か
れ
る
財
務
審

査
員

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
四
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁

出　
　

先　
　

機　
　

関

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸

太

郎

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
中
一
の
項
を
削
り
、
同
表
二
の
項
中
「
二
拠
点
居
住
推
進
課
」
を
「
二
拠
点
居
住
推
進
グ
ル
ー

プ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
一
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

二　

男
女
共
同
参
画
・

共
生
社
会
推
進
統
括

官

男
女
共
同
参
画
及
び

共
生
社
会
の
推
進
に

関
す
る
業
務

甲
府
市
朝
気
一
丁
目

別
表
八
の
項
及
び
九
の
項
中
「
労
政
雇
用
課
」
を
「
労
政
人
材
育
成
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
一
号
　
　
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

三

山
梨
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
二
号
中
「
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
監
」
の
下
に
「
及
び
外
国
人
活
躍
推
進

監
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を

削
り
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
十
四

号
中
「
観
光
文
化
部
専
用
」
を
「
観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
専
用
」
に
、
「
観
光
文
化
部
観
光
文
化
政

策
課
」
を
「
観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
総
務
課
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十

二
号
と
し
、
同
項
中
第
十
五
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り

上
げ
る
。

別
表
知
事
印
の
項
中
「
観
光
文
化
部
用
」
を
「
観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
用
」
に
、
「
リ
ニ
ア
未
来

創
造
局
用
」
及
び
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
局
用
」
を
「
削
除
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
七
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁

庁
内
統
計
調
査
事
務
調
整
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

庁
内
統
計
調
査
事
務
調
整
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

庁
内
統
計
調
査
事
務
調
整
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
規
定
す
る
室
長
」
の
下
に
「
、
同
規
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
男

女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
監
及
び
外
国
人
活
躍
推
進
監
」
を
加
え
、
「
感
染
症
対
策
推
進
監
等
及

び
」
を
「
感
染
症
対
策
企
画
監
等
並
び
に
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

化
振
興
・
文
化
財
課　

文
化　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「工
事
検
査
課　
　
出
工

ポ
ー
ツ
振
興
課　
　
　
ス
振

」
に
、
「工

事
検
査
課　

　

出
工

」
を　

パ
ス
ポ
ー
ト
室　

パ
ス

」
に
、

「景
観
づ
く
り
推
進
室　

景　
　
　
　

「建
設
業
対
策
室　
　
　
建
対

　
建
設
業
対
策
室　
　
　
建
対　
　

を　

リ
ニ
ア
整
備
推
進
室　

リ
整
推　

に
改
め
る
。

　
下
水
道
室　
　
　
　
　
下
水　

」

　
　
下
水
道
室　
　
　
　
　
下
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
景
観
ま
ち
づ
く
り
室　

景
ま
ち

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー　

パ
ス

別
表
第
一
の
２
の
表
中

　
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー　
　
県
セ　
　

を
「県

民
生
活
セ
ン
タ
ー　
　
県
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
合
理
工
学
研
究
機
構　

総
理
研　
　
　
総
合
理
工
学
研
究
機
構　

総
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ニ
ア
用
地
事
務
所　
　
リ
用　

」

　
　
　
　

「障
害
者
相
談
所　
　
　
　
　
障
相

研

」
に
、　

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー　

精
保

」
を
「障

害
者
相
談
所　
　
　
　
　
障
相

」
に
、
「動

物
愛
護
指
導
セ
ン
タ
ー　

動
指

」
を
「動

物
愛
護
指
導
セ
ン
タ
ー　

動
指　

に
、
「宝
石
美
術
専
門
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー　

精
保

」

　
　
　
産
業
技
術
セ
ン
タ

校　
宝
美
専　
　

「産
業
技
術
セ
ン
タ
ー　

産
技
セ

ー　
産
技
セ

」
を

　
宝
石
美
術
専
門
学
校　

宝
美
専

」
に
、
「流

域
下
水
道
事
務
所　

流
域
下
水

」
を

「流
域
下
水
道
事
務
所　

流
域
下
水

　

リ
ニ
ア
用
地
事
務
所　

リ
用　
　

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
前
に
山
梨
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
山

梨
県
条
例
第
五
十
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成

十
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
が
あ
っ
た
行
政
文

書
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
六
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁

出　
　

先　
　

機　
　

関

山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
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